
地域医療構想に基づく取組実績等についての意見照会及び部会意見を踏まえて

（

医
療
従
事
者
の
現
状
）

６ 1 医療従事者も高齢化しているのではないか。

・データの追
加
（職種及び年
齢区分別の医
療従事者（人
口10万対）の
推移を追加

・文章の追加

-

〈医療提供体制の現状〉６ 医療従事者の状況
⑵　職種及び年齢区分別
　［看護師・准看護師数：衛生行政報告例から算出］
　※看護師・准看護師数については，医療施設以外に勤務している者を含
む。
　
　年齢区分別医療従事者数の推移（人口10万人対）をみると，令和４年に
おける本医療圏の65歳以上の医師・歯科医師・薬剤師数は，平成24年から
増加している。県の65歳以上の看護師，准看護師数も，平成24年から増加
している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　【資料６-１　６～９頁】

3

人口減少，高齢化，少子化による今後の影響につ
いて知ることができた。高度急性期の病床数不足
は，必要時は鹿児島市内への搬送で対応するしか
ないと思われる。

4
高度急性期機能病床（人口10万人対）の確保は現
実的に困難であると考える。

5
高度急性期の診療密度が特に高い医療を提供する
のは困難とは，具体的にどのような医療をさして
いるか。

対応内容 事務局原案 部会の委員からの意見・協議を踏まえて修正した案

（

課
題
）

高
度
急
性
期
機
能

題目
番号

NO 意見（委員→事務局）

（
医
療
従
事
者
の
現
状
）

５
・
６

2
（出水部会の委員意見）
データが古すぎるのではないか。

〈医療提供体制の現状〉
５　医療施設数及び一般・療養病床数の状況
６　医療従事者数の状況 （職種別）
　⑴　職種及び圏域別

　［看護師・准看護師数： 令和２年医療施設調査衛生行政報告例から算
出］
　※看護師・准看護師数については，医療施設以外に勤務している者を含
む。

○令和５年における本医療圏の一般病院数は12か所，人口10万人当たりで
は11.0で，県（12.3）は下回るが，全国（5.7）を上回り，全国の約1.9倍
となっている。有床診療所数は23か所，人口10万人当たり21.1で，県
（17.4）や全国（4.5）を上回り，全国の約4.7倍となっている。

○令和５年における本医療圏の一般病床数及び療養病床数は1,649床，人口
10万人当たり1510.6床で，県（1681.0床）を下回るが，全国（991.0床）を
上回り，全国の約1.5倍となっている。

〇令和４年における本医療圏の医療従事者の人口10万人当たりの状況は，
医師251.0，歯科医師75.1，薬剤師198.9で，いずれも県，全国よりも少な
い。看護師1268.4は県（1504.9）よりも少ないが，全国（1049.8）よりも
多い。准看護師548.5は，県，全国よりも多い。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【資料６-１　３～９頁】

・データの更新
 （令和４年版）

・数値の修正

 〈医療提供体制の現状〉
５　医療施設数及び一般・療養病床数の状況
６　医療従事者数の状況（職種別）

［看護師・准看護師数：医療施設調査から算出］

○令和２年における本医療圏の一般病院数は12か所，
人口10万人当たりでは10.7で，県（12.4）は下回る
が，全国（5.7）を上回り，全国の約1.9倍となってい
る。有床診療所数は25か所，人口10万人当たり22.2
で，県（18.8）や全国（5.0）を上回り，全国の約4.4
倍となっている。

○令和２年における本医療圏の一般病床数及び療養病
床数は1,697床，人口10万人当たり1506.5床で，県
（1723.1床）を下回るが，全国（1001.3床）を上回
り，全国の約1.5倍となっている。

○令和２年における本医療圏の医療従事者の人口10万
人当たりの状況は，医師238.8，歯科医師71.0，薬剤
師189.1で，いずれも県，全国よりも少ない。看護師
684.7は県（953.4）よりも少ないが，全国（655.9）
よりも多い。准看護師199.7は，県，全国よりも多
い。

課題（病床の機能分化・連携の推進について（高度急性期機能）
　必要病床数77に対して６であり，平成28年時点（０床）からは増加し
た。
　高度急性期機能は，急性期の患者の状態の早期安定化に向けて，診療密
度が特に高い医療を提供する機能とされ，救命救急病棟や集中治療室など
が病棟例として国から示されているところ。
　本医療圏においては，人口減少や高齢化がすすむなか，医療施設数（人
口10万人対）は全国よりも多いが，医師数（人口10万対）が県や全国と比
べ少ない状況である。 人材確保が困難ななか，診療密度が特に高い医療を
 提供するには困難な状況が考えられる。
　必要時は，鹿児島市内への搬送での対応を考慮することを踏まえると，
他圏域との連携が必要となる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【資料６-１　12頁】

・文章の削除
・文章の追加

課題（病床の機能分化・連携の推進について（高度急
性期機能）
　必要病床数77に対して６であり，平成28年時点（０
床）からは増加した。
　高度急性期機能は，急性期の患者の状態の早期安定
化に向けて，診療密度が特に高い医療を提供する機能
とされ，救命救急病棟や集中治療室などが病棟例とし
て国から示されているところ。
　本医療圏においては，人口減少や高齢化がすすむな
か，医療施設数（人口10万人対）は全国よりも多い
が，医師数（人口10万対）が県や全国と比べ少ない状
況である。人材確保が困難ななか，診療密度が特に高
い医療を提供するには困難な状況が考えられる。
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地域医療構想に基づく取組実績等についての意見照会及び部会意見を踏まえて

対応内容 事務局原案 部会の委員からの意見・協議を踏まえて修正した案
題目
番号

NO 意見（委員→事務局）

急性期病床数中52 床は診療所病床であることおよ
び高齢者救急も少なくない事から回復期機能も混
在していると推測される。

(川薩部会開催後の委員意見）
「（事務局案の）回復期機能も混在している」の
文言は不要で，「高齢者救急が増加している」で
よいのではないか。

7

急性期機能病床において，回復期機能を担うとい
う表現が誤解を招く恐れがあるため，「高齢者救
急の割合が増えている」との表現が適切だと思わ
れる。

9

R7年必要病床数は499床であるが、R6年基準病床は
307床に留まっている。民間病院および診療所は高
齢者救急の積極的受入、在宅医療を含む地域包括
ケア機能を果たすべき時期に来ていることを理解
しなければならない。

10

（川薩部会開催時の委員意見）
「（事務局案の）高齢者救急も少なくないことか
ら，急性期病床には回復期機能も混在していると
推測される」の文章は，急性期機能に係る文章で
あるため削除した方がよい。

（

課
題
）

慢
性
期

11

R7年必要病床数に358床に近い病床数となっている
が、地域内に療養の場が見付らない事も少なくな
い。在宅医療ネットワークの構築や介護医療院の
増床も望まれる。

・文章の追加

課題〈病床の機能分化・連携の推進について〉（慢性
期機能）
　必要病床数358に対して400であり，平成28年（507
床）から減少した。

課題〈病床の機能分化・連携の推進について〉（慢性期機能）
　必要病床数358に対して400であり，平成28年（507床）から減少した。
　地域において，療養の場を確保できない事も少なくないことから，在宅
医療を含む地域包括ケア機能を担う体制について，更なる検討が必要であ
ると考えられる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　【資料６-１　13頁】

12

医療の要の一つである看護師の不足は今後も当圏
域の課題の一つである。現在、川内市医師会立の
川内看護専門学校は卒業生の多くが本圏域の施設
に就職しているが、少子化で学生数は年々減少し
ており、看護師不足対策の為に、今後も川内市医
師会と市・県のバックアップで学校が継続される
事を願っている。

13 看護師，介護士など医療従事者不足で医療体制維
持困難となっている。

14 職員の確保がすべての職種で不足している。病院
機能維持困難となっている。

（

課
題
）

医
療
従
事
者
に
つ
い
て

・文章の削除
・文章の追加

課題（病床の機能分化・連携の推進について（急性期
機能）
　必要病床数422に対して695であり，平成28年時点
（792床）からは減少した。
　急性期機能の病床数では，実質的には，本医療圏に
おける回復期機能を担っている可能性がある。

（

課
題
）

回
復
期

・文章の削除
・文章の追加

課題〈病床の機能分化・連携の推進について〉（回復
期機能）
　必要病床数499に対して307であり，平成28年時点
（324床）から減少している。
　実質的には，本医療圏の急性期機能病床において回
復期機能を担っている可能性がある。

課題〈病床の機能分化・連携の推進について〉（回復期機能）
　必要病床数499に対して307であり，平成28年時点（324床）から減少して
いる。
　 実質的には，本医療圏の急性期機能病床において回復期機能を担ってい
 る可能性がある。
　 高齢者救急も少なくないことから，急性期病床には回復期機能も混在し
 ていると推測される。
　今後は，高齢者救急の積極的受入や在宅医療を含む地域包括ケア機能を
担う体制について，更なる検討が必要であると考えられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【資料６-１　13頁】

（

課
題
）

急
性
期

・文章の追加

6

課題（医療従事者について）
　医療施設数（人口10万人対）は全国よりも多いが，
医師数（人口10万対）が県や全国と比べ少ない状況に
あり，従業地（市町村）別の医療従事者医師数におい
ても地域ごとの偏りがみられている。
　看護師数（人口10万対）は全国と比べると多いが，
県と比べると少ない。
　本医療圏における医療需要は今後，減少することが
見込まれているが，人口減少や高齢化の進展が想定さ
れるなかで，医療に係る人材確保や医療提供体制が課
題になると考えられる。

課題（医療従事者について）
　医療施設数（人口10万人対）は全国よりも多いが，医師数（人口10万
対）が県や全国と比べ少ない状況にあり，従業地（市町村）別の医療従事
者医師数においても地域ごとの偏りがみられている。
　看護師数（人口10万対）は全国と比べると多いが，県と比べると少な
い。
　本医療圏における医療需要は今後，減少することが見込まれているが，
人口減少や高齢化の進展が想定されるなかで，看護師や介護士などの医療
に係る人材確保がさらに困難となるほか，医療提供体制の維持が課題にな
ると考えられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【資料６-１　13頁】

急性期病院稼働病床はR3年の451床からR6年の375
床に減少。医療の高度化、看護必要度の厳格化に
より在院日数が短縮していることが原因と推測さ
れる。

　※事務局において，参考（別添２）の平均稼働
　　率等に係る算出指標及び算出方法等を修正。
　　修正後データでは，病床の利用率は減少して
　　いなかったため，該当箇所の文章を削除する
　　ことで整理。

課題（病床の機能分化・連携の推進について（急性期機能）
　必要病床数422に対して695であり，平成28年時点（792床）からは減少し
た。
　 急性期機能の病床数では，実質的には，本医療圏における回復期機能を
 担っている可能性がある。
　急性期病床（695床）には診療所の病床が含まれている。
　また，高齢者救急が増加している。 も少なくないことから，急性期病床
 には回復期機能も混在している。
　 また， 急性期病床の平均稼働率が令和３年より減少しているが，医療の
 高度化，看護必要度の厳格化により在院日数が短縮していることが影響し
 ていると考えられる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【資料６-１　13頁】

8
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地域医療構想に基づく取組実績等についての意見照会及び部会意見を踏まえて

対応内容 事務局原案 部会の委員からの意見・協議を踏まえて修正した案
題目
番号

NO 意見（委員→事務局）

15

在宅医療サービスに関しては在宅入浴を希望して
いるケースが多いが、入浴サービスを提供可能な
圏域の事業所はこの圏域に２件しかない現状であ
る。コスパや人材不足の為にサービス停止した事
業所もあり。現場では同サービスの必要度が高く
対応に苦慮している。行政の援助・参入が必要で
ある。

16

全国では２０４０年頃に死亡数がピークを迎える
と予測されている。本域では10年その時期が早
く、今後当分は高齢者の救急搬送が増加し急性期
病院、回復期、慢性期そして施設や在宅へのシー
ムレスな連携がさらに必要になってくる。それぞ
れの病院・施設・在宅で看取りの数も増加するこ
とが予測されます。題目６（医療従事者数の状
況）では特に川薩地区は他の圏域に比べ病院の看
護師・准看護師が不足している。満足のいく看取
り(Quality of Death:QOD)を向上するために、看
護スタッフの充足が必要と考える。

17
看護師，介護士など医療従事者不足で医療体制維
持困難となっている。

18

川薩医療圏は20年近く、脳梗塞連携パスおよび心
筋梗塞連携パスを継続している県内唯一の地域で
あり、血栓回収や冠動脈PCIなどでの在院日数短縮
効果が証明されている。また、H 10年より２次輪
番病院を全国で初めて365日住民公表し救急患者の
受け入れに努力してきた。しかし、地方の医師・
看護師不足、働き方改革により、輪番制度の維持
が困難となっており、2次救急医療体制の再構築を
考える時期に来ている。

19 時間外緊急診療体制はどうする

参
考

20

（出水部会の委員意見）
事務局原案の平均稼働率は，最大稼働数と最小稼
働数を足した数から平均をとり算出しているが，
この値が何を意味するのか解釈が難しいように思
われる。

・データの追
加（R3年度）

・算出指標・
算出方法の修
正

参考
〈令和６年度病床機能報告より（病棟単位）〉
　2025年７月１日（予定）

平均稼働率（％）
｛（最大稼働病床+最小稼働病床）/２｝/許可病床数
×100

参考
〈令和３年度病床機能報告及び令和６年度病床機能報告に基づき作成〉

病床利用率（％）
（年間在院患者数/許可病床数×365日）×100

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【資料６-１　15頁】

（

課
題
）

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進
に
つ
い
て

課題（在宅・介護連携の推進について）
　本医療圏における介護需要は，今後，増加し2030年（2035年）にピーク
となった後，緩やかに減少する一方，医療需要は2020年をピークに減少す
ると予測されている。

　介護サービスによっては，提供可能な事業所が限られるものがあり，対
応に苦慮することがある中，今後，本医療圏では人口減少や高齢化のさら
なる進展が見込まれる。
　医療・介護に係る人材確保がさらに困難となるほか，在宅医療・介護
サービスの提供体制，急性期医療から在宅医療までの切れ目ない連携等が
課題になると考えられる。
　なかでも，人生の最終段階におけるＱОＤ（クォリティ・オブ・デス）
を高める医療の提供にあたっては，看護職の一層の充足が望まれる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【資料６-１　13～14頁】

（

課
題
）

そ
の
他

・文章の追加

課題（在宅・介護連携の推進について）
　本医療圏における介護需要は，今後，増加し2030年
（2035年）にピークとなった後，緩やかに減少する一
方，医療需要は2020年をピークに減少すると予測され
ている。
　今後，人口減少や高齢化のさらなる進展が見込まれ
る本医療圏においては，医療・介護に係る人材確保や
在宅医療・介護サービスの提供体制等が課題になると
考えられる。

・文章の追加

課題〈その他）
　人口減少や少子化に伴い，特定の診療科が不足する
ことが想定され，医療提供体制が課題となると考えら
れる。

課題〈その他）
　人口減少や少子化に伴い，特定の診療科が不足することが想定され，医
療提供体制が課題となると考えられる。
　本医療圏は，脳卒中連携パスおよび心筋梗塞連携パスの２つを継続して
いる県内唯一の地域であり、血栓回収や冠動脈PCIなどでの在院日数短縮
効果が証明されている。
　また，川内市医師会においては，平成10年から２次救急輪番病院を全国
で初めて365日住民に公表し，救急患者の受入に尽力してきたが，医療従
事者の人材不足や働き方改革等により，病院群輪番制の維持が困難となっ
てきている。２次救急医療体制の再構築を検討する必要があると考えられ
る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【資料６-１　14頁】
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地域医療構想に基づく取組実績等についての意見照会及び部会意見を踏まえて

対応内容 事務局原案 部会の委員からの意見・協議を踏まえて修正した案
題目
番号

NO 意見（委員→事務局）

【その他御意見】
2 22

3 23

4 24

6～8 25 人口は減り，高齢者は死亡していきますので少なくなり，現在の状態を続けるのが困難になるのを心配します。仕事をする人も少なくなっている（看護・介護）

10 26

11～14 27

11～14 28

11～14 29

11～14 30

別
紙

２ 31

令
和
８
年
度
の
取
組
内
容
（

予
定
）

に
つ
い
て

令和６年度における慢性期病床の利用率は95.7％であり，今後もしばらく需要があるのではないかと感じる。2025年に向けた必要病床数に近い数字であるため，もう少し必要病床数は多くてもよい
のではないかと考える。

現在でも人手が足りなくなるようになっている。

人件費・人材紹介費用の高騰が気になる

訪問看護ステーションの数が増え、全体的な訪問看護師のレベルもアップしており、在宅医療の環境は以前に比べて良くなっている。一方、在宅訪問医師や歯科医師の高齢化が進んでおり、今後は
若い医師・歯科医師の参入に期待したい。

在宅医療サービスに取り組んでおられる医師の年齢別人数や専門分野別人数がわかれば，今後の医療機関の動向や訪問診療を依頼する際の参考になる。

川内市医師会と薩摩郡医師会では合同で在宅医療・介護提供状況調査を実施している。その中で，在宅医療に従事する医師数・歯科医師数・薬剤師数についての質問も行っている。また，訪問看護
師や訪問介護については年代別人数を任意調査で把握している。

川薩人口が10年ごとに10％ずつ減少している。100年後に消滅するのか。

65歳以上人口の推移，参考になった。

高齢者だけでなく，学校に行く子供たちも少なくなっている。

・文章の追加

３　令和８年度の取組内容（予定）
　上記課題解決に向け，引き続き地域医療構想の実現
に向けた取組を行っていく。
　新たな地域医療構想の動向に注視，必要に応じて部
会等の協議の場を活用しながら，地域ごとの課題解決
に向けた取組を行っていく。

３　令和８年度の取組内容（予定）
　上記課題解決に向け，引き続き地域医療構想の実現に向けた取組を行っ
ていく。

　新たな地域医療構想の動向に注視し ，必要に応じて部会等の協議の場を
 活用しながら，地域ごとの課題解決に向けた取組を行っていく。，2040年
頃を見据えた医療提供体制を確保するため，以下の内容等について取り組
んでいく。
　①　入院・外来・在宅医療，介護との連携を含む将来の医療提供体制に
　　係る協議
　②　市町村が参画した，在宅医療や介護との連携等に係る協議
　③　高齢者救急，地域急性期機能，在宅医療等連携機能，急性期拠点機
　　能等に係る協議
　④　関係者が参画した，より広域または狭い区域での効率的・実効的な
　　協議
　⑤　精神医療に係る協議

　多死社会を見据えた医療・介護連携の更なる充実や，ＡＣＰ（アドバン
ス・ケア・プランニング，人生会議）の啓発・普及と共有を図っていく。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【資料６-１　14頁】

21 多死社会を見据えた医療・介護連携のさらなる充
実や，ACP(人生会議）の啓発・普及と共有
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